
国保連への介護報酬請求 運用方法の変更点
（資料３９－１）

１．現行

２．変更後

① 介護予防
ケアプラン作成

② 請求データ
作成

③ 請求データ②を送信

ＩＳＤＮ専用回線

④ 審査・支払

⑤ 審査・支払データを受信
⑥ 審査・支払データ⑤
を保管

（新設）インターネット専用回線

セキュリティロック対応
ＵＳＢメモリ（使用の都
度パスワードを設定）

① 介護予防
ケアプラン作成

② 請求データ作成

③ 請求データ
②を移動

④ 請求データ②を送信

⑥ 審査・支払

⑦ 審査・支払データを受信

⑧ 審査・支払データ
⑦を移動

⑩ 審査・支払データ⑦を保管

⑨ 請求データ②と審査・支払
データ⑦の突合確認

⑤,⑪インターネット伝送専用端末及びＵＳＢメモリ内の
データを削除

※USB管理簿でUSB使用状況等の記録管理を行う。

ＩＳＤＮ専用回線でのデータ送受信
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国保連システム各センター端末

各センター端末

インターネット専用回線でのデータ送受信 ※他自治体でも同様の運用方法で実施

（新設）各センター
インターネット伝送

専用端末

国保連システム


